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議案第１号   

 

請負契約の締結について  

 

 

高遠保育園建設建築工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、伊那市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年伊那市

条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  契 約 の 目 的  高遠保育園建設建築工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札による契約  

３  契 約 金 額  ３１３ ,２００ ,０００円  

          （内消費税  ２３ ,２００ ,０００円）  

４  契約の相手方   伊那市中央４１７番地１  

          株式会社ヤマウラ伊那支店  

           支店長  山本  勇司  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 高遠保育園建設建築工事請負契約を締結するため、提案するものであります。  
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議案第２号   

 

市道路線の認定について  

 

 

下記のとおり市道路線の認定を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

認定路線  

路線番号 路 線 名 起   点 終   点 
重要な

経過地 

参    考 

延  長 幅  員 

I－５３０５ 中原１２号線 
手良沢岡 

1018番98先 

手良沢岡 

1018番78先 
 

ﾒｰﾄﾙ 

288.2 

ﾒｰﾄﾙ 

4.5～7.0 

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

上記の路線は、民間事業者による開発に伴う道路の付替えが完了したため、提案す

るものであります。  
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議案第３号  

 

伊那市税条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正する。  

 

附則第１０条の２中第１５項を第１６項とし、第１４項の次に次の１項を加える。  

１５  法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）の施行に伴い、所要の

改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第４号  

 

伊那市定住自立圏形成協定の議決に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市定住自立圏形成協定の議決に関する条例（平成２７年伊那市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。  

 

 題名を次のように改める。  

   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例  

 

第２条中「定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の

通告」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。  

(1) 伊那市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、

変更又は廃止に関すること。  

(2) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に

関すること。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

基本構想の策定、変更又は廃止に関することを、議会が議決すべき事件とするため、

提案するものであります。  



 

- 7 - 

 

議案第５号  

 

伊那市空家等対策協議会条例  

 

 （設置）  

第１条  空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、伊那市空家等対策協議会（以下

「協議会」という。）を置く。  

 （任務）  

第２条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

 (1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の実施に関する事項  

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

 （組織）  

第３条  協議会は、委員１５人以内で組織する。  

２  委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

(1) 地域住民  

(2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者  

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

 （任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

 （会長及び副会長）  

第５条  協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。  

２  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第６条  協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこ  

とができる。  

 （守秘義務）  

第７条  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。  

 （庶務）  

第８条  協議会の庶務は、建設部管理課において処理する。  

 （委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別  

 に定める。  
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   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

   平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 伊那市空家等対策協議会を設置するため、提案するものであります。  
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議案第６号  

 

伊那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条  

例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成  

２６年伊那市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

 

第１１条第３項第４号を次のように改める。  

(4) 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有す

る者  

 

第１１条第３項に次の１号を加える。  

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた

もの  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成

３０年厚生労働省令第４６号）の施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するもの

であります。  



 

- 10 - 

 

議案第７号   

 

平成３０年度伊那市一般会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成３０

年度伊那市一般会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第８号  

 

平成３０年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第１回補正予算につ  

いて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成３０

年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成３０年６月４日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 


